
川越市告示第３０１号  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の

規定に基づき、川越市総合福祉センターの収納事務を委託したので、

同条第２項の規定に基づき、次のとおり告示する。  

  令和８年４月１日  

川越市長   森  田  初  恵      

１  名称  

  社会福祉法人川越市社会福祉協議会  

２  所在地  

  川越市小仙波町２丁目５０番地２  

３  指定公金事務取扱者に取り扱わせる歳入  

  川越市総合福祉センタープール使用料、川越市総合福祉  

センター体育室使用料  

４  指定日  

  令和８年４月１日  


